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３．安全管理 

３－１安全教育 

 ３－１－１安全教育訓練 

土木工事の実施に際し、作業の安全を確保するためには、工事関係者はもとより直接作業

を行う作業員が安全に対する理解を深めることが最も重要である。 

このため、共通仕様書１－１－１－２６で「受注者は、工事着手後、作業員全員の参加に

より月当たり、半日以上の時間を割当て、次の各号から実施する内容を選択し、定期的に安

全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。」と規定している。 

（１）実施対象の項目 

１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育 

２）当該工事内容等の周知徹底 

３）工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底 

４）当該工事における災害対策訓練 

５）当該工事現場で予想される事故対策 

６）その他、安全・訓練等として必要な事項 

 

（２）施工計画書への記載 

「１．施工計画１－１施工計画書（９）安全管理」を参照 

 

（３）安全・訓練等の実施状況資料の整備・保管 

受注者は、安全教育および安全訓練等の実施状況について、ビデオ等または工事報告等に

記録した資料を整備および保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとす

る。 

 

３－２工事事故 

（１）用語の定義 

工事事故とは、 

① 工事関係事故（労働災害） 

工事現場内および工事現場に隣接する場所において、工事の施工に起因して工事関係者

に死亡者、負傷者等の被害を生じさせたもの 

（工事関係者に死傷者等は発生していないが、建設機械が転倒・転落した場合も含む） 

②公衆損害事故（公衆災害） 

第三者に死亡者負傷者等の被害及び物的損傷を与えたもの 

（現道上で工事を施工中に一般通行車輌が原因となって工事関係者に死亡者、負傷者等の

被害が生じた場合〔いわゆる「もらい事故」〕も含む） 

 

 



- 49 - 

３－２－１事故速報 

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するものとし、

速報段階での主な通報内容は以下の通りである。 

（１）事故発生日時 

（２）事故発生場所 

（３）被災者の状況（氏名、年齢、性別、職種、被災の程度、病院名など） 

（４）事故の概況 

（５）事故発生状況図、状況写真 

（６）事故経過報告 

（７）関係機関との対応内容報告 

 

３－２－２事故報告書 

受注者は、監督職員から、事故報告書の作成を指示された場合は、事故報告書を作成しな

ければならない。（「安全管理措置の不適切により生じた事故」が対象） 

なお、提出期限は、監督職員からの作成指示後、１週間が目安である。 

 

３－３ その他留意事項 

受注者は、工事履行中において監督職員等が確認する「施工プロセスのチェックリスト」

に記載されている下記５項目の資料について、監督職員等から求められた場合に提示しなけ

ればならない。（提出する必要はない。） 

（１）災害防止協議会活動記録 

（２）店社パトロール実施記録 

（３）安全訓練実施記録 

（４）安全巡視、ＴＢＭ、ＫＹ実施記録 

（５）新規入場者教育実施記録 
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４．工程管理 

４－１工程管理 

（１）工程管理の目的 

工程管理は、施工計画で選定された工法、資機材の調達計画等を基に作成された実施工程

表を用いて、工事の進度管理を通じて施工計画と施工実態の差異を把握、修正することによ

り、適正な施工条件と工事進度を確保し、もって、工期内に完成させることを目的として行

うものである。 

また、工程管理は受注者の責任において管理するものであるが、発注者の側から見れば工

期内に適切な進度で、十分な品質・精度のもとに施工されていく工事過程の把握、確認行為

である。 

一方、受注者側から考えれば、更にこれに工事経営の要素が加えられ、最小の費用で最大

の生産をあげるために工事を管理して進めていくことであるといえる。 

土木工事の場合は、受注者において当初の工程計画を慎重に立案しても途中に何回となく

検討修正され完成に導かれることもあることから、これらの修正は契約変更時点とは関係な

く、事態に則して行う必要がある。 

 

（２）工程計画 

工程計画は、施工方法の選定とともに工事計画の核をなすものであり、単に着工から完成

までの各工種について時間計画を作るものではなく、施工計画で検討された工法と資機材の

調達計画等を具体化して、適正な組合せ及び配置を決め、ムリ、ムダ、ムラを除いた実施工

程表を作成する。 

工程計画の作成は、施工計画の一環として施工方法の選定等と同時に行われるが、作成手

順としては一般に次の手順で行われる。 

１）工種の分類に基づき各工種別工事について施工手順を決める。 

２）各工種別工事の適切な施工期間を決める。 

３）施工条件、工程条件等を考慮しつつ、全部の工種別工程の調整を行う。必要に応じて

施工方法等の変更を検討する。 

４）全工期を通じて、労務、資材、機械の必要数をならし、過度の集中や待ち時間が発生

しないよう工程を調整する。 

５）以上の結果を工程表に表す。 

 

工程計画を立案するにあたって、制約条件として整理すべき事項は下記のものがある。 

契約条件による工程計画の拘束要因 

①着手時期の条件、部分検査（ 出来形検査、中間検査、部分使用等）、完成時の条件、

用地条件、その他仕様書で条件明示のある事項。 

②現場条件による工程計画の拘束要因 

気候（梅雨、台風シーズン、降雪時等）、作業時間の制約（関係機関及び地元との調整、
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施工条件等）、作業不稼働日に関する事項（法規制、正月休暇等）、他の工事との調整

（近接工事、占有工事等）など。 

③調達条件による工程計画の拘束要因 

労務管理に関するもの（正月休暇、夏期休暇等）、資材管理に関するもの（転用計画、

納入時期等）、機械管理（特殊機械等の納入時期）など。 

④各工種ごとに基準作業量、天候の影響の有無、施工の短縮可能作業・不可能作業の区分、

追加機材等の難易、各工種の作業の連続性等を考慮して、主要工種、数量の多い工種、

特殊な技術を要する工種を中心に、工程上のネックを明確にし、なるべく主要工種、数

量の多い工種などでネックを作らないようにする。 

 

（３）工程表 

工程表の作成様式には、横線式工程度（バーチャート、ガントチャート）やネットワーク

手法等各種あるが、その工事に見合った様式により実施工程表を作成する。ただし、応急工

事や維持工事（補修的工事）等の当初計画工程の策定が困難なものについては実施工程表を

省略することができる。 

 

１）工種、種別、細別の区分の記載内容は、工事数量総括表を基に整理する。但し、工種、

種別、細別の配列は施工順序を考慮し、関連工事をグルーピングする。 

２）各工種、種別、細別ごとに作業開始、終了時期だけでなく、基準作業量を記入し、計

画と実績が対比できるようにすることが望ましい。 

３）実施工程表の出来高数値は記載しないものとするが、曲線式工程表（総合工程） に

は、月単位の出来高率を記入する。 

４）先行指示日、工事一部一時中止期間、あるいは契約変更日等の当該日付でフォローア

ップを行うときには、工程表の下欄等の当該事項を明記する。 

５）必要により晴雨表を明記する。 

 

この工程表は、工事の主要な工程毎に区分して施工順序を組み合わせ、全体的に工期を満

足させる様に作成したものである。これにより、工事全体の進捗状況、あるいは全体工程の

中のクリティカル部分を判断するのに用いられる。また、全体工程の中の重要部分だけを取

出してその中の各部分をさらに詳細に組み立てて管理を行う部分工程表を作成する場合も

ある。 

 

（４）工程管理 

工程管理の内容として、進度管理と作業量管理がある。 

１）工事の進度管理としては、イ）工程表による進度管理、ロ）工程曲線による進度管理

がある。 

工程表による進度管理は、計画と実績の対比が簡単であるが、一つの工程の遅れが他の

工種や最終工期に、どのように影響するかを簡単に把握することは困難であるので、個々
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の作業量と標準作業量との比較を行う作業量管理を適正に行い、一工種の遅れが他工種に

影響しないための対応や、極力関係する業務は、各工種をリンクさせた工程表により工程

管理を行うことが望まれる。 

工程曲線による進度管理は、予定出来高曲線と実績出来高曲線との対比で行い、工事の

進捗を大局的にとらえられるが、工程表による進度管理と同様の注意が必要となる。 

 

２）作業量管理は、作業標準を維持していくミクロ的な管理で、個々の作業標準と実績を

比較することにより、当該作業の問題点等を発見し、その原因を追及、分析して施工計

画の問題点の改善を図るもので、単に工程のみでなく、それが前提としている施工速度、

施工効率を管理するものである。実施にあたっては作業内容により日単位、週単位、１

サイクル単位等の適正な期間を設けて行うものとする。 

 

工程管理は、進度管理、作業量管理の手法を使い、単に工期内完成を目的とするだけ

でなく、これらの管理を通じて、施工計画の問題点の把握や改善策を図ることにより、

適正な作業量、作業時間を確保し、もって安全で所定の品質の確保、経済的な工事を行

わせる重要な施工管理の一項目である。 

 

（５）工程表提出に関する留意事項 

１）工事履行報告書 

①工事履行報告は、監督職員が工程を把握し、必要に応じて工事促進の指示を行うため

の書類 

②工事着手前に、予定工程（％）を記入して提出するとともに、毎月末に実施工程（％） 

を記入して提出する。また、記事欄には当該月の実施工程に係わる内容について記載

する。 

２）実施工程表 

①実施工程表は、受注者が円滑な工事実施とその統制を図るためのものであるが、工程

管理の状況を監督職員が把握するために提出するものとする。 

②実施工程表は、受注者が実際現場の工程管理で作成しているものの写しを提出するこ

とで差し障りはない。 

③維持工事や応急工事等の当初計画工程の策定が困難なものについては、実施工程表を

省略することができる。 
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   4－1－1工事履行報告書 

 

平成○○年○○月○○日 

 

工事履行報告書工事履行報告書工事履行報告書工事履行報告書    

 

契 約 番 号 ○ ○ 号 

工 事 名  ○○○○工事 

工   期  平成○○年○○月○○日 ～ 平成○○年○○月○○日 

月   別 
予定工程    ％ 

（ ）は工程変更後 
実施工程    ％ 備   考 

平成○年 ９月      ５      ５  

    １０月     １０      ８  

    １１月     ３５     ２５  

    １２月     ５５     ４５  

平成△年 １月     ８０   

     ２月     ９０   

     ３月    １００   

    

    

（記事欄） 

 

現場代理人 主任（監理）技術者 

  

 

《備考》 

必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。 

 

     工事月報と兼ねても良いものとする。 

      

 

 

 

 

 

 



- 54 - 

  

平成　　　年　　　月　　　日から

平成　　　年　　　月　　　日まで

上　　半　　期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

年 月 下　　半　　期 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜　　　　　　日

天　　　　　　候

そ　 　の 　　他

種            別

※下半期分提出時に記入すること。

予定工程 実施工程 備　　　考

        ％         ％

監　督　職　員

現　場　代　理　人

記
　
　
　
　
　
事

工工工工 事事事事 月月月月 報報報報

（（（（ 工工工工 事事事事 履履履履 行行行行 報報報報 告告告告 ））））

工　事　履　行　報　告

工期

平成

気　　　　象　　　　状　　　　況

工
　
　
程

工　　　　　　　種 日　　　　　作　　　　　業　　　　　状　　　　　況
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５．品質・出来形管理 

５－１品質管理 

（１）品質管理の目的 

土木工事では、一般に工事に使用する材料の形状寸法・品質や目的物の品質・規格が仕

様書又は図面に明示されており、受注者は示された品質・規格を十分満足し、かつ経済的

に生産するため自主的に管理を行う必要がある。 

品質管理を行うための必要条件としては、次の条件が与えられる。 

１）規格を満足していること。 

２）工程が安定していること。 

以上２つの条件を同時に満足していることが必要である。 

 

（２）土木工事における品質管理 

土木工事は、工事を計画する者、施工する者がそれぞれ異なる場合が多いので、発注者

の意図が明確に受注者に伝わるよう種々の計画条件を契約上明示する必要がある。 

工事材料の品質及び検査等については、工事請負契約書第１３条に明示し、技術的内容

は設計図書により示される。この場合図面には通常、工事の目的物の形状及び寸法を示し、

仕様書には一般に使用する材料の形状寸法、品質と目的物の品質・規格について明示する。 

従って受注者は、この仕様書に示された品質・規格を十分満足し、かつ経済的に生産す

るために、施工中の管理基準を定め自主的に管理を行う。 

一方、発注者側は、所定の品質・規格どおり施工されているかについて定められた検査

方法で合否判定を行い、合格した場合については受け取り、不合格の場合は契約の取り決

めに従って、措置がとられる。従って、品質基準と検査基準が明確に定められていること

が品質管理の前提で、目的物の機能と工事施工上の諸条件を考慮してこれらの基準を定め

なければならない。施工条件の変更のために設計の品質基準を維持することが困難な場合

には、設計または品質基準の合理的な再検討が必要となる。 

 

（３）品質管理手法 

設計図書に示された品質・規格を安定して満足するために、定められた各種の試験や、

規格・工程に対する判定手法として統計手法が用いられる。 

規格に対する判定方法として一般によく用いられるヒストグラムは、全体の分布の形や

規格に対する分布の状況がよくわかるが、工程の時間的順序の情報が得られない。この情

報を得るためには品質管理図表を用いるのがよい。 

使用に先立ち行われた試験結果がある場合は、その値を管理図表の最初の欄に記載する。 

 

（４）品質管理基準 

管理基準については、土木工事施工管理基準中の品質管理基準による。 

また、共通仕様書２－１－２「工事材料の品質」によれば、受注者は設計図書において
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監督職員の試験もしくは確認及び承諾を受けて使用することを指定された工事材料に

ついて、見本または品質を証明する資料を工事材料を使用するまでに監督職員に提出し、

確認を受けなければならない。 

なお、ＪＩＳマーク表示品については、ＪＩＳマーク表示状態の確認とし見本または

品質を証明する資料の提出は省略できる。 

品質管理を進めるには、まず、最初のデータが十分ゆとりをもって規格を満足してい

ることを確かめた後、そのデータを用いて管理図を描き、最初のデータが安定している

かを確かめ、管理限界線の外に出るものがあれば工程に異常ありとして、その原因を追

及して修正処理し、管理限界線内にあればこの状態を維持することであり、これには

日々のデータ管理が必要となる。 

 

（５）品質管理資料提出に関する留意点 

１）品質管理資料として、主に作成する書類は以下のとおりである。 

①測定結果総括表 

②測定結果一覧表 

③品質管理図表 

④品質管理図（工程能力図） 

⑤度数表（ヒストグラム） 

２）着工に先立ち、土木工事施工管理基準及び契約図書に基づき、試験又は測定項目、

試験頻度、試験回数、規格値等を記入した品質管理計画を作成する。 

３）試験及び測定項目の決定にあたっては、「必須」「その他」の試験区分、特別な場

合の適用除外工事等が規定されているので、留意の上計画する。 

４）試験又は測定以外に、材料及び二次製品については品質証明書、カタログ、見本、

試験成績表等の提出又は承諾が必要な場合があるので、設計図書を熟読の上、対処す

る。 

５）測定数が１０点未満の場合は、③品質管理図表、⑤度数表（ヒストグラム）の作成

は不要とする。 

〔但し、度数表（ヒストグラム）については、特殊な場合（ﾀﾞﾑｺﾝｸﾘｰﾄ等）を除く〕 

 

（６）様式  （参考） 

１）測定結果総括表 

２）測定結果一覧表 

３）品質管理図表 

工種・種別毎に設計値、実測値及び工程能力図等をまとめて示した管理図表 

４）品質管理図（工程能力図） 

規格値に対する実測値のバラツキの度合いを示したものであり、得られたデータが、

規格値を満足しているかどうかのチェックに用いられる管理図である。 

５）度数表（ヒストグラム） 
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測定値のバラツキ状態を知るために用いられる。工場製品については要しない。 

６）塗装膜厚測定表 

７）塗装膜厚測定成績表 

８）コンクリート中の塩分測定表 

塩化物総量規制に基づき、コンクリートの塩分測定の結果を示す表 

 

 

    

工　種

種　別

測定項目
規 格 値

設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差
平 均 値 8.0 8.0 0.0 18 20 2 4.5 4.5 0.0
最 大 値 8.0 9.2 1.2 18 21 3 4.5 5.1 0.6
最 小 値 8.0 7.0 -1.0 18 18 0 4.5 4.0 -0.5
最 多 値 8.0 7.7 -0.3 18 19 1 4.5 4.7 0.2
データ数 n= 14.0 n= 14.0 n= 14.0
標準偏差 m± 0.49 m± 0.85 m± 0.36

測定項目
規 格 値

設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

測定項目
規 格 値

設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

測　定　結　果　総　括　表

セメントコンクリート

レディーミクストコンクリート

スランプ　Ｓ 圧縮強度　ＳＬ
-1.500～1.500％
空気量　Ａｉｒ

-2.5～2.5cm ○○～

 

 

    

工事名

工　種

種　別 測定者 印

測定項目

規 格 値

測点又は区別
設計値

cm
実測値

cm
差
cm

設計値

N/㎜2

実測値

N/㎜2

差

N/㎜2

設計値
%

実測値
%

差
%

設計値 実測値 差

11/5 AM 8.0 7.9 -0.1 18 19 1 4.500 4.000 -0.500

11/5 PM 8.0 7.7 -0.3 18 18 0 4.500 4.200 -0.300

11/6 AM 8.0 7.0 -1.0 18 19 1 4.500 4.230 -0.270

11/6 PM 8.0 9.2 1.2 18 20 2 4.500 5.000 0.500
11/7 AM 8.0 8.2 0.2 18 20 2 4.500 4.700 0.200
11/7 PM 8.0 8.1 0.1 18 19 1 4.500 4.300 -0.200

11/8 AM 8.0 7.7 -0.3 18 19 1 4.500 5.100 0.600
11/8 PM 8.0 7.7 -0.3 18 21 3 4.500 4.700 0.200
11/9 AM 8.0 8.1 0.1 18 21 3 4.500 4.400 -0.100

11/9 PM 8.0 8.3 0.3 18 19 1 4.500 4.500 0.000

測定項目

規 格 値

測点又は区別
設計値

cm
実測値

cm
差
cm

設計値

N/㎜2

実測値

N/㎜2

差

N/㎜2

設計値
%

実測値
%

差
%

設計値 実測値 差

11/10 AM 8.0 7.7 -0.3 18 19 1 4.500 4.300 -0.200

11/10 PM 8.0 7.6 -0.4 18 20 2 4.500 5.100 0.600
11/11 AM 8.0 8.0 0.0 18 20 2 4.500 4.800 0.300
11/11 PM 8.0 8.2 0.2 18 20 2 4.500 4.200 -0.300

セメントコンクリート

レディーミクストコンクリート

○○～

空気量　Ａｉｒ

-1.500～1.500％

-1.500～1.500％

圧縮強度　ＳＬ 空気量　Ａｉｒスランプ　Ｓ

測定結果一覧表

○　○　○　○

略　　　　　　　図

　○　○　○　工事

スランプ　Ｓ

-2.5～2.5cm

圧縮強度　ＳＬ

-2.5～2.5cm ○○～
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工　種

種　別 測定者 印

規格値

設計値

 50%  80%

規格値

測定項目 測定項目 測定項目 測定項目
規 格 値 規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別
設計値

cm
実測値

cm
差
cm

測点又は区別
設計値

cm
実測値

cm
差
cm

測点又は区別
設計値

cm
実測値

cm
差
cm

測点又は区別 設計値 実測値 差

11/5 AM 8.0 7.9 -0.1 11/10 AM 8.0 7.7 -0.3
平 均 値 8.0 8.0 0.0 11/5 PM 8.0 7.7 -0.3 11/10 PM 8.0 7.6 -0.4
最 大 値 8.0 9.2 1.2 11/6 AM 8.0 7.0 -1.0 11/11 AM 8.0 8.0 0.0
最 小 値 8.0 7.0 -1.0 11/6 PM 8.0 9.2 1.2 11/11 PM 8.0 8.2 0.2
最 多 値 8.0 7.7 -0.3 11/7 AM 8.0 8.2 0.2
データ数 n= 14 11/7 PM 8.0 8.1 0.1
標準偏差 m± 0.49 11/8 AM 8.0 7.7 -0.3

11/8 PM 8.0 7.7 -0.3
11/9 AM 8.0 8.1 0.1
11/9 PM 8.0 8.3 0.3

品　質　管　理　図　表

○　○　○　○

測
　
点

設
計
値
と
の
差

セメントコンクリート

レディーミクストコンクリート

スランプ　Ｓ スランプ　Ｓ スランプ　Ｓ
-2.5～2.5cm -2.5～2.5cm -2.5～2.5cm

-2.5 

-2.0 

-1.5 

-1.0 

-0.5 
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/
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M
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/
8
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M

1
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/
9
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M

1
1
/
1
1
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M

1
1
/
1
0
 P

M

1
1
/
7
 A

M

1
1
/
8
 A

M

1
1
/
9
 A

M

1
1
/
1
1
 A

M

1
1
/
1
0
 A

M

 

 

     

工　種

種　別 測定者 印

測定項目 測定項目 測定項目 測定項目
規 格 値 規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別
設計値

N/㎜2

実測値

N/㎜2

差

N/㎜2
測点又は区別

設計値

N/㎜2

実測値

N/㎜2

差

N/㎜2
測点又は区別

設計値

N/㎜2

実測値

N/㎜2

差

N/㎜2
測点又は区別 設計値 実測値 差

11/5 AM 18 19 1.0 11/10 AM 18 19 1.0
平 均 値 18.0 19.6 1.6 11/5 PM 18 18 0.0 11/10 PM 18 20 2.0
最 大 値 18.0 21.0 3.0 11/6 AM 18 19 1.0 11/11 AM 18 20 2.0
最 小 値 18.0 18.0 0.0 11/6 PM 18 20 2.0 11/11 PM 18 20 2.0
最 多 値 18.0 19.0 1.0 11/7 AM 18 20 2.0
データ数 n= 14 11/7 PM 18 19 1.0
標準偏差 m± 0.85 11/8 AM 18 19 1.0

11/8 PM 18 21 3.0
11/9 AM 18 21 3.0
11/9 PM 18 19 1.0

圧縮強度　ＳＬ 圧縮強度　ＳＬ 圧縮強度　ＳＬ
○○～ ○○～ ○○～

品　質　管　理　図　表

セメントコンクリート

レディーミクストコンクリート ○　○　○　○

測
　
点

設
計
値
と
の
差

-3.0 
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工　種

種　別 測定者 印

規格値

設計値

 50%  80%

規格値

測定項目 測定項目 測定項目 測定項目
規 格 値 規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別
設計値

%
実測値

%
差
%

測点又は区別
設計値

%
実測値

%
差
%

測点又は区別
設計値

%
実測値

%
差
%

測点又は区別 設計値 実測値 差

11/5 AM 4.500 4.000 -0.500 11/10 AM 4.500 4.300 -0.200

平 均 値 4.5 4.5 0.0 11/5 PM 4.500 4.200 -0.300 11/10 PM 4.500 5.100 0.600
最 大 値 4.5 5.1 0.6 11/6 AM 4.500 4.230 -0.270 11/11 AM 4.500 4.800 0.300
最 小 値 4.5 4.0 -0.5 11/6 PM 4.500 5.000 0.500 11/11 PM 4.500 4.200 -0.300

最 多 値 4.5 4.7 0.2 11/7 AM 4.500 4.700 0.200
データ数 n= 14 11/7 PM 4.500 4.300 -0.200

標準偏差 m± 0.36 11/8 AM 4.500 5.100 0.600
11/8 PM 4.500 4.700 0.200
11/9 AM 4.500 4.400 -0.100

11/9 PM 4.500 4.500 0.000

空気量　Ａｉｒ 空気量　Ａｉｒ 空気量　Ａｉｒ
-1.500～1.500％ -1.500～1.500％ -1.500～1.500％

品　質　管　理　図　表

セメントコンクリート

レディーミクストコンクリート ○　○　○　○

測
　
点

設
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値
と
の
差
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工　種

種　別 測定者 印

空気量

Ａｉｒ

設
計
値
と
の
差

スランプ

Ｓ

設
計
値
と
の
差

圧縮強度

ＳＬ

設
計
値
と
の
差

品質管理図（工程能力図）

セメントコンクリート

レディーミクストコンクリート ○　○　○　○

測定項目
規格値

測
　
点
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セメントコンクリート
度数表 （ヒストグラム）

スランプ　Ｓ 測定者氏名 印

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

1.4

（－） 設計値との差 （＋）
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

レディーミクストコンクリート

○　○　○　○

-1.4 -1.2 -1.0 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0.0

度

数

回

 

 

     

セメントコンクリート
度数表 （ヒストグラム）

空気量　Ａｉｒ 測定者氏名 印

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0.700

（－） 設計値との差 （＋）
0.100 0.200 0.300 0.400 0.500 0.600

レディーミクストコンクリート

○　○　○　○

-0.700 -0.600 -0.500 -0.400 -0.300 -0.200 -0.100 0.000

度

数

回
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現場代理人

監理技術者

主任技術者

施工管理担当者

基準膜厚合計値 μ

　○工場塗装終了後 　○現場塗装開始前 　○現場塗装終了後

測定者 印

1 2 3 4 5 計 平均Xi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

  N

平均値 X＝ ΣXi
 i=1

標準偏差　

合計

平均値X＝ 標準偏差　S＝

測定位置

X－Xi （X－Xi）2

塗装系

測定時点

測定月日

ロット番号 請負会社名

塗装膜厚測定表

工事名 工種名

1

N

S＝
N-1

1
∑(X-Xi)2  ＝
N

i=1

 

 

            

平均値Xおよび標準偏差S 判定

標準偏差S= 標準偏差×0.2=

平均値X= 標準偏差×0.9=

ヒストグラム

標準偏差×0.7=

度数分布
膜厚Xiのクラス 中央値 チェック 度数Fi

標準偏差 μm
5点平均
値の最小

=

平均値 μm

測定時点 目標塗装膜厚 μm

塗装膜厚測定成績表

ロット番号

現場代理人
監理技術者
主任技術者

施工管理担当者

X＝
N

1
∑Xi＝
N

i=1

S＝
N-1

1
∑(X-Xi)2  ＝
N

i=1

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

膜　厚　（Xｉ）

度
　

数
　

（
Ｆ

ｉ）
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主任監督員氏名 印

工事名 監督員氏名 印

1 2 3

備考：測定結果に対する処置を講じた事項等を記入する。

　　　(注）塩分濃度を（％）で測定した場合（上段）は、次式で塩分量を求める。 塩分量（kg/m3）＝ （単位水量（kg/m3））×測定値）÷100

コンクリート中の塩分測定表

測定年月日 工　　区
コンクリート

の種類
混和剤の種類

（m3当りの使用量）
セメントの種類

単位水量

（kg/m3）
測定器名

測定値（％）又は空欄（上段）

（塩分量（kg/m3）） 測定者 備　　考

 

 

 

 

５－２出来形管理 

（１）出来形管理の目的 

受注者は、土木工事で施工された目的物がその機能を有し出来形が確保され、発注者の意

図する契約条件に適合した工事を実施しなければならない。 

出来形管理は、土木工事施工管理基準の中で各工種の測定項目を定めた出来形管理基準や

出来形に対する合否の判定の規格値を規定しており、それらの基準を遵守し管理を行い契約

条件に十分満足するものでなくてはならない。又、不可視部分の構造物については工事完了

後、明確に確認できるよう出来形（写真を含む） 等の整理をすることが大切である。 

 

（２）出来形管理 

受注者は、工事の進捗状況に従って、適宜実施するということではなく、施工計画の定ま

った時点で土木工事施工管理基準（写真管理を含む）により、あらかじめ管理測点、寸法計

測位置、写真管理撮影位置、回数及び管理図表の種類を具体的に定めた出来形管理計画を定

める必要がある。 

また、実施にあたっては管理計画どおり進行しているかどうか照査するチェックシステム

を確立しておくことも重要である。 

なお、出来形の規格値の定めのないものについては、あらかじめ監督職員と協議して設定

する。 

 

監督職員氏名           印 
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（３）出来形管理表 

受注者は土木工事施工管理基準に規定する規格値に基づいて出来形管理をしなければな

らない。出来形数値（実測値）は出来形表に設計値、実測値、規格値を対比して記録しなけ

ればならない。なお、受注者で独自に管理規格値を定めている場合は、管理図表等に追記で

きるものとする。 

出来形の合否判定は各測定項目（基準高、幅、厚さ、平坦性等）が各工種の規格値に合格

するものでなければならない。 

 

（４）出来形管理資料提出に関する留意点 

１）出来形管理資料として、提出すべき書類は以下のとおりである。 

①測定結果総括表 

②測定結果一覧表 

③出来形管理図表 

④出来形管理図（工程能力図） 

⑤度数表 

    様式は品質管理と同じである。 

※測点数が５点未満の場合は、出来形管理図表の作成は不要とする。 

２）出来形管理に関する留意点 

①不可視部については、測定方法、箇所等適切に検討し測定を実施する。 

②管理基準にないものは事前に監督職員と受注者で協議を行い、規格等適切に定める。 

③設計図書に明記されている数値については全て管理する必要がある。 

 

      

工　種

種　別

測定項目
規 格 値

設計値
m

実測値
m

差
mm

設計値
m

実測値
m

差
mm

設計値
m

実測値
m

差
mm

設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差

平 均 値 20.000 20.001 1 2.750 2.749 -1 15.000 15.000 0
最 大 値 20.000 20.030 30 4.000 4.002 2 15.000 15.004 4
最 小 値 20.000 19.990 -10 2.000 1.992 -8 15.000 14.993 -7
最 多 値 20.000 19.995 -5 2.000 1.998 -2 15.000 15.002 2
データ数 n= 10 n= 10 n= 10
標準偏差 m± 13.13 m± 5.31 m± 3.65

測定項目
規 格 値

設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

測定項目
規 格 値

設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差 設 計 値 実 測 値 差
平 均 値
最 大 値
最 小 値
最 多 値
データ数
標準偏差

法長　ℓ
-200～　mm

測　定　結　果　総　括　表

　護岸工

　捨石張り工

基準高　Ｈ
-50～+50　mm -50～　mm

延長　Ｌ
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工事名

工　種

種　別 測定者 印

測定項目

規 格 値

測点又は区別
設計値

m
実測値

m
差
mm

設計値
m

実測値
m

差
mm

設計値
m

実測値
m

差
mm

設計値 実測値 差

No.1 20.000 19.990 -10 4.000 3.992 -8 15.000 14.999 -1
No.2 20.000 20.020 20 2.000 2.010 10 15.000 15.000 0
No.3 20.000 20.030 30 2.000 1.992 -8 15.000 15.002 2
No.4 20.000 19.999 -1 2.000 1.999 -1 15.000 15.004 4
No.5 20.000 19.993 -7 4.000 4.002 2 15.000 15.002 2 　　H
No.6 20.000 19.995 -5 3.000 3.001 1 15.000 14.999 -1 　　　ℓ
No.7 20.000 19.998 -2 4.000 4.000 0 15.000 14.995 -5
No.8 20.000 19.995 -5 2.500 2.501 1 15.000 14.993 -7
No.9 20.000 19.993 -7 2.000 1.998 -2 15.000 15.004 4
No.10 20.000 19.997 -3 2.000 1.995 -5 15.000 15.002 2

測定項目

規 格 値
測点又は区別 設計値 実測値 差 設計値 実測値 差 設計値 実測値 差 設計値 実測値 差

法長　ℓ 延長　Ｌ

-50～+50　mm -50～　mm -200～　mm
略　　　　　　　図

測定結果一覧表

　○　○　○　工事

　護岸工

　捨石張り工 ○　○　○　○

基準高　Ｈ

 

 

     

工　種

種　別 測定者 印

規格値

設計値

 50%  80%

規格値

測定項目 測定項目 測定項目 測定項目
規 格 値 規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別
設計値

m
実測値

m
差
mm

測点又は区別
設計値

m
実測値

m
差
mm

測点又は区別 設計値 実測値 差 測点又は区別 設計値 実測値 差

No.1 20.000 19.990 -10
平 均 値 20.000 20.001 1 No.2 20.000 20.020 20
最 大 値 20.000 20.030 30 No.3 20.000 20.030 30
最 小 値 20.000 19.990 -10 No.4 20.000 19.999 -1
最 多 値 20.000 19.995 -5 No.5 20.000 19.993 -7
データ数 n= 10 No.6 20.000 19.995 -5
標準偏差 m± 13.13 No.7 20.000 19.998 -2

No.8 20.000 19.995 -5
No.9 20.000 19.993 -7
No.10 20.000 19.997 -3

出　来　形　管　理　図　表

　護岸工

　捨石張り工 ○　○　○　○

測
　
点

設
計
値
と
の
差

基準高　Ｈ 基準高　Ｈ
-50～+50　mm -50～+50　mm

-50 

-40 

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

N
o
.1

N
o
.2

N
o
.3

N
o
.4

N
o
.6

N
o
.8

N
o
.1

0

N
o
.5

N
o
.7

N
o
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- 65 - 

 

     

工　種

種　別 測定者 印

設計値
 50%

 80%

規格値

測定項目 測定項目 測定項目 測定項目
規 格 値 規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別
設計値

m
実測値

m
差
mm

測点又は区別
設計値

m
実測値

m
差
mm

測点又は区別 設計値 実測値 差 測点又は区別 設計値 実測値 差

No.1 4.000 3.992 -8
平 均 値 2.750 2.749 -1 No.2 2.000 2.010 10
最 大 値 4.000 4.002 2 No.3 2.000 1.992 -8
最 小 値 2.000 1.992 -8 No.4 2.000 1.999 -1
最 多 値 2.000 1.998 -2 No.5 4.000 4.002 2
データ数 n= 10 No.6 3.000 3.001 1
標準偏差 m± 5.31 No.7 4.000 4.000 0

No.8 2.500 2.501 1
No.9 2.000 1.998 -2
No.10 2.000 1.995 -5

法長　ℓ 法長　ℓ
-50～　mm -50～　mm

出　来　形　管　理　図　表

　護岸工

　捨石張り工 ○　○　○　○

測
　
点

設
計
値
と
の
差
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工　種

種　別 測定者 印

設計値
 50%

 80%

規格値

測定項目 測定項目 測定項目 測定項目
規 格 値 規 格 値 規 格 値 規 格 値

測点又は区別
設計値

m
実測値

m
差
mm

測点又は区別
設計値

m
実測値

m
差
mm

測点又は区別 設計値 実測値 差 測点又は区別 設計値 実測値 差

No.1 15.000 14.999 -1
平 均 値 15.000 15.000 0 No.2 15.000 15.000 0
最 大 値 15.000 15.004 4 No.3 15.000 15.002 2
最 小 値 15.000 14.993 -7 No.4 15.000 15.004 4
最 多 値 15.000 15.002 2 No.5 15.000 15.002 2
データ数 n= 10 No.6 15.000 14.999 -1
標準偏差 m± 3.65 No.7 15.000 14.995 -5

No.8 15.000 14.993 -7
No.9 15.000 15.004 4
No.10 15.000 15.002 2

延長　Ｌ 延長　Ｌ
-200～　mm -200～　mm

出　来　形　管　理　図　表

　護岸工

　捨石張り工 ○　○　○　○

測
　
点

設
計
値
と
の
差
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工　種

種　別 測定者 印

延　長

Ｌ

設
計
値
と
の
差

基準高

Ｈ

設
計
値
と
の
差

法　長

ℓ

設
計
値
と
の
差

出来形管理図（工程能力図）

　護岸工

　捨石張り工 ○　○　○　○

測定項目
規格値
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点

-50 
-40 
-30 
-20 
-10 

0 
10 
20 
30 
40 
50 

-80 

-60 

-40 

-20 

0 

20 

40 

60 

80 

-200 

-150 

-100 

-50 

0 

50 

100 

150 

200 

N
o
.1

N
o
.2

N
o
.3

N
o
.4

N
o
.6

N
o
.8

N
o
.1

0

N
o
.5

N
o
.7

N
o
.9

 

 

     

　護岸工
度数表

基準高　H 測定者氏名 印

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

56

（－） 設計値との差 （＋）
8 16 24 32 40 48

　捨石張り工

○　○　○　○

-56 -48 -40 0-8-16-24-32

度

数

回
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５－３写真管理 

（１）写真管理の目的 

土木工事では、その工事目的物が完成後隠れて見えなくなる部分いわゆる不可視部分が多

い。従って、後日使用材料の品質、構造物の寸法が設計図どおりであること、また工事の施

工方法が仕様書に基づいて行われたこと等を証明し説明するもの、工事完成後不可視となる

出来形確認の証明資料、さらには工事の各施工段階における施工状況を残すという意味でも

工事における写真管理は重要なものである。 

 

（２）写真管理基準 

写真管理基準は、契約図書の一部である共通仕様書に基づき規定されているものであるが、

これまで、業務の効率化を行うため写真提出量に関する規定を明確にし、提出量の削減を図

るとともに、デジタルカメラの使用及び写真原本を電子媒体で提出することを可能とした改

訂を実施したところである。 

工事写真の撮影は、工事施工記録と、工事完成後外面から確認できない箇所の出来形確認

及び各施工段階の施工状況等を知る上で重要なものであり、受注者は写真管理基準に則り実

施しなければならない。 

工事写真にあたっては、写真管理基準に基づき工事区域全般についてその内容を把握でき

るような下図の分類によって撮影し、整理し監督職員に提出しなければならない。 

 

工事写真      着手前及び完成写真（工事現場の着工前及び完成状況） 

施工状況写真（仕様書に基づいた施工方法の証明記録） 

安全管理写真（安全管理の実施状況の具体的な記録） 

使用材料写真（工事使用材料の品質と寸法の証明記録） 

品質管理写真（品質確認等の試験状況の記録） 

出来形管理写真（構造物の数量、寸法等出来形の証明の記録） 

災害写真（工事中に発生した災害及び事故等の記録） 

その他（建設副産物の発生及び処理状況の記録） 

 

（３）品質管理資料提出に関する留意点 

１）下記の場合は写真の撮影を省略できる。 

①品質管理写真について、公的機関で実施した品質証明書を保管する場合 

②出来形管理写真で、完成後測定可能な箇所については、出来形管理状況の判別できる 

写真を細別毎に１回撮影し、後は撮影を省略することができる。 

③監督職員又は現場技術員が臨場して確認した箇所は、出来形管理写真の撮影を省略で

きる。 
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６．支給品・発生品 

６－１支給品・発生品 

 

６－１－１支給材料及び貸与 

共通仕様書１－１－１－１６によると、受注者は、支給材料及び貸与品を契約書第15条第

８項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。また、支給材料

及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなけれ

ばならない。 
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６－１－２支給品受領書 

受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から７日以内に、

発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

（工事請負契約書第１５条第３項支給材料及び貸与品） 

       

　平成　　年　　月　　日契約に基づく

単位

上記物品正に受領いたしました。

工事完成の上は精算し、残物品があれば、御指定の場所へ返納いたします。

（注）受注者が記名押印し難い場合は、現場代理人の記名押印をもって替えることができる。

支　給　品　受　領　書

内　　　　訳

品　　　目 規　　　格 数　量 備　　　　　　　考

工事　支給品

住　　　所

平成　　年　　月　　日

会 社 名

代表者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

茨　　木　　市　　　様

（受注者）
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６－１－３支給品精算書 

 

受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時

点。） に、支給品精算書を監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。 

（共通仕様書１－１－１－１６ 支給材料および貸与） 

 

　　　茨　　木　　市　　　様

  下記のとおり支給品を精算します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞　　　　係長

備　　考

数　　　　　量

契約年月日 平成　　年　　月　　日

支　給　品　精　算　書

平成　　年　　月　　日

監督員

単位規　　格品　　　　　名

　　上記精算について調査したところ事実に相違ないことを証明する。

　　　平成　　年　　月　　日

受 注 者 名

現場代理人

工　　事　　名

　　　　　部　　　　　　　　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

残数量使用数量支給数量
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６－１－４現場発生品調書 

 

受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、監督職員の指示する場所で引き渡

すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、発注者に提出しなければならない。また、

設計図書に定められていないものが発生した場合、監督職員に連絡し、引き渡しを指示され

たものについても同様とする。 （共通仕様書１－１－１－１７ 工事現場発生品） 
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７．工事検査・竣工検査 

７－１竣工検査 

竣工検査は、工事の完了を確認するための検査であり、受注者からの通知を受けた日から

１４日以内に行う。竣工検査に合格すれば、発注者から受注者へ請負代金の支払いが行われ、

工事目的物が発注者へ引き渡される。 

完成検査関係の書類一覧 

 

番号 書 類 名 摘  要 

作成主体 

受注者 
発注者 

(工事担当課等) (契約検査課) 

１ 竣工届  ○   

２ 工事目的物引渡書  ○   

３ 検査済書兼請求書  ○   

４ 検査依頼書 建設工事等検査要綱による  ○  

５ 検査執行通知 建設工事等検査要綱による   ○ 

６ 検査等成績表 建設工事等検査要綱による  ○ ○ 

７ 検査調書 建設工事等検査要綱による   ○ 

８ 検査結果通知書 建設工事等検査要綱による   ○ 

９ 工事目的物受理書   ○  

10 その他 施工体制点検表、 

施工ﾌﾟﾛｾｽのﾁｪｯｸｼｰﾄ等 

 ○  
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７－１－１竣工届 

受注者は、工事を完成したときは、竣工届を発注者に提出しなければならない。 

案件番号 号

（届出先） 茨木市長 平成　　年　　月　　日 下記のとおり　お届けします。

住　　　　所

受注者　商号又は名称 印

代表者氏名

支払金額 円

件名

工事場所

自　

至

契約金額 円

前払精算金額 円

支払済額（部分払金） 円

契約日

竣工日

検査日

検査員

検査員

監督員

今回出来高 ％ 円

工事期間
平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

平成　　年　　月　　日

竣  工  届

部長 次  長 課長 課長代理 係長 係長 担当者
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７－１－２工事目的物引渡書 

発注者は、検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出

たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。 

（工事請負契約書第３１条第４項検査及び引渡し） 

受注者は、「工事目的物引渡書」を、発注者に提出しなければならない。 

 

      

部長 次長 課長 課長代理 係長 係

（引 渡 先） 茨 木 市 長

所 在 地

商 号 　　　　印

代 表 者

工 事 名

工 事 場 所

工 事 内 容

引 渡 年 月 日

工 事 目 的 物 引 渡 書

平成　   　年　   　月　   　日

下記のとおり工事が完成し、検査に合格いたしましたので、工事目的物を引き渡します。

記

 平成　  　年 　 　月 　 　日
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７－１－３検査済書兼請求書 

受注者は、工事完成後の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができ

る。 

発注者は、請求を受けた日から４０日以内に請負代金を支払わなければならない。 

（工事請負契約書第３２条請負代金の支払い） 

受注者は、「検査済書兼請求書（竣工）」を発注者に提出しなければならない。 

案件番号 号

(竣工)

（検査担当課長）

部　課　名

氏  　　 名 印

（請求先） 茨木市長 平成　　年　　月　　日 下記のとおり請求します。

住　　　　所

受注者　商号又は名称 印

代表者氏名

年度

会計別

請求金額 円

件名

工事場所

自

至

契約金額 円

前払精算金額 円

支払済額（部分払金） 円

契約日

竣工日

検査日

検査員

検査員

監督員

今回出来高 ％ 円

平成 　  年　   月  　 日

工事期間
平成　　 年　　 月　　 日

平成　　 年　　 月　　 日

平成 　  年 　  月  　 日

平成  　 年  　 月　   日

平成　　　年度

（消費税等含む）

検査済書兼請求書
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 ７－２出来形検査 

  出来形検査は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料に相応

する請負代金相当額の１０分の８以内の額について、受注者から部分払いの請求があったと

き又は契約の解除等により工事等を中止し、若しくは打ち切るときに実施する施工途中段階

の検査である。検査の結果、出来高部分が確認されれば出来高に応じた対価が支払われる。 

（工事請負契約書第３７条部分払） 

 

  出来形検査関係の書類一覧 

番号 書 類 名 摘  要 

作成主体 

受注者 
発注者 

(工事担当課等) (契約検査課) 

１ 出来形図及び出来形

数量 

 ○   

２ 出来高設計書 部分払い計算書  ○  

３ 検査済書兼請求書  ○   

４ 検査依頼書 建設工事等検査要綱による  ○  

５ 検査執行通知 建設工事等検査要綱による   ○ 

６ 検査調書 建設工事等検査要綱による   ○ 

 

 

  ７－３中間検査及び基本検査 

    中間検査及び基本検査は、茨木市建設工事等検査要綱第４に規定する施工途中に実施する

工事検査で、検査結果が設計図書等と適合するものであっても対価の支払いはない。 
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８．中間前払金 

  ８－１中間前払金認定請求書 

    受注者は、中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者の中間前

払金に係わる認定を受ける必要があることから、発注者へ「中間前払金認定請求書」を提出

しなければならない。 

（工事請負契約書第３４条第３項） 

 

　　平成　　年　　月　　日

（申請先）茨木市長

中間前金払認定請求書中間前金払認定請求書中間前金払認定請求書中間前金払認定請求書
契約番号　第 号

下記工事について、中間前金払を受ける要件を備えていることの認定を請求します。

件　　名

住　所

商号又は名称

代表者
氏　名

印

受 領 済 額 円

工　　期

平成　年　月　日　から
　

平成　年　月　日　まで
請 負 金 残 額 円

請 負 金 額 円 契　約　日 平成　　年　　月　　日

年
月

実施工程(％) ％ ％ ％

％
(　　　　　　　　)

％
(　　　　　　　　)

履

行

状

況

年
月

年
月

年
月

年
月

予定工程(％)
（ ） 内 は 工 程 変 更 後

％
(　　　　　　　　)

％
(　　　　　　　　)

％
(　　　　　　　　)

％
(　　　　　　　　)

年
月

％ ％ ％

備 考

起 案 日 平成　年　月　日

※ 中間履行
　確認年月日

平成　　年　　月　　日
※　工事担当係長 ※　監督職員氏名

（印） （印）

注：請求人は，上記の太線枠内を記載押印すること（※印部分は記載しないこと。）注：請求人は，上記の太線枠内を記載押印すること（※印部分は記載しないこと。）注：請求人は，上記の太線枠内を記載押印すること（※印部分は記載しないこと。）注：請求人は，上記の太線枠内を記載押印すること（※印部分は記載しないこと。）

　摘要：工事担当係長及び監督職員は，上記の内容について，工事工程表，工事現況報告書及び工事現場の現況と相違ないことを確

認するものとする。【※印欄は工事担当課において記載する。】

　(1) 工期の二分の一を経過していること。

　(2) 工程表により工期の二分の一を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

　(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金の額の二分の一以上の額に相当するものであること。

　上記の請求に基づき次のとおり決定し、別紙のとおり通知してよろしいか。

決定区分
　上記の工事について，中間前金払を受ける要件を備えていることを
　　　　　　　　　□認定する。　　　　　□認定しない。
（認定しない場合の理由）：

契約検査課長 課長代理 係　長 担　当

決 裁 日 平成　年　月　日

施 行 日 平成　年　月　日
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   ８－２工事等中間前払金申請書 

 

 

企画財政

部長

企画財政部

次長
財政課長 課長代理 計画係長 予算係長

部長 次長 課長 課長代理 係長 係長
係

契約検査

課長
課長代理 契約係長 係

平成　　　　年　　　　月　　　　日

（申請先）茨木市長

住　所

商　号

代表者 印

契約第　　　　　　　号

平成　　　　年　　　　月　　　　日

平成　　　　年　　　　月　　　　日 から

平成　　　　年　　　　月　　　　日 まで

￥

￥ 但し、請負金額の２０％以内万円止

西日本建設業保証株式会社

工事等中間前払金申請書

　次の工事等請負契約について、下記により中間前払金をお支払い下さるよう、別紙の

西日本建設業保証株式会社発行の保証書を添えて申請いたします。

記

件名

中間前払金額

保証人

契約番号

契約日

工期

請負金額
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９．その他 

９－１現場環境改善 

受注者は、工事現場の現場環境改善を図るため、現場事務所、作業員宿舎、休憩所または

作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケー

ション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。 

 

現場環境改善の内容 

費目 実施する内容の例 

仮設備関係 １．用水・電力等の供給設備、２．緑化・花壇、３．ライトアップ施設、 

４．見学路及び椅子の設置、５．昇降設備の充実、６．環境負荷の低減 

営繕関係 １． 現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む）、 

２．労働宿舎の快適化、 

３．デザインボックス（交通誘導員警備員待機室）、４．現場休憩所の快適化 

５．健康関連設備および厚生施設の充実等 

安全関係 １．工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（ 電光式標識等） 

２．盗難防止対策（警報機等）、３．避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 １．完成予想図、２．工法説明図、３．工事工程表、 

４．デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む） 

５．見学会等の開催（ イベント等の実施含む） 

６．見学所（インフォメーションセンター） の設置及び管理運営、 

７．パンフレット・工法説明ビデオ、 

８．地域対策費（地域行事等の経費を含む）、９．社会貢献 

 

 

 

９－２出来形数量計算書 

受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。また、受

注者は、出来形測量の結果を基に、土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従って、出

来形数量を算出し、その結果を監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するととも

に、工事完成時までに監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が、設計図書

の寸法に対し、土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば、出来形数量は設計数量

とする。 

なお、設計数量とは、設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。 

（共通仕様書３－１－１－７） 
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工事検査時の確認資料について 

１．受注者が作成する書類 

受注者が作成する書類は、「契約図書に基づく書類」、「関係法令に基づく書類」及び「関

係技術基準等に基づく書類」が存在します。これらの書類は、支払い関係の書類を除き、工事

施工の各段階で作成するものであり、検査のためにのみ作成する書類はありません。 

２．検査で確認する書類 

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」(以下､｢品確法｣という｡)が平成17年4月1日に施

行され、公共工事の発注者は、公共工事の品質が確保できるよう、工事の監督及び検査並びに

工事中及び完成時の施工状況の確認及び評価、その他の事務を適切に実施しなければならない

と規定されました(品確法第6条第1項)。 

また、入札方法が指名競争入札から一般競争入札へ移行したことに伴い、従来存在した発注

者と受注者との信頼関係に変化が生じており、検査職員が検査時にのみ検査するのではなく、

監督職員が日々の監督業務の中で検査業務の一部を遂行することが求められるようになって

います。 

一方、検査において、検査職員は、工事の品質を確保するため、限られた検査時間の中で、

特に、工事の「出来形」及び「品質」に重点を置いて検査することが求められています。 

従って、監督職員が日々の監督業務において確認した安全管理書類や工程管理書類等につい

ても検査時に再度確認する必要は少なくなり、検査職員は、工事の品質を確保するため、特に

出来形書類や品質書類等に重点を置いて検査を行うべきものと考えられます。 

そこで、昨今の工事書類簡素化の流れにあわせ、「検査時に必須の書類」と「監督職員の確

認により検査時の確認を省略できる書類」を明確にすることにより、過度の書類整理を無くす

ことを目的とし、別紙「土木工事書類作成根拠及び検査書類一覧」を作成しました。 

 

 


